
新
た
な
制
度
の
目
的

　

子
ど
も・
子
育
て
支
援
新

制
度（
以
下
、「
新
制
度
」と
い

い
ま
す
。）と
は
、平
成
24
年

８
月
に
成
立
し
た「
子
ど
も・

子
育
て
関
連
３
法
」に
基
づ

く
制
度
を
い
い
、平
成
27
年

４
月
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
予

定
で
す
。新
制
度
は
３
つ
の

目
的
を
掲
げ
て
い
ま
す
。

⑴
質
の
高
い
幼
児
期
の
学
校

教
育・
保
育
の
総
合
的
な

提
供

⑵
保
育
の
量
的
拡
大・確
保
、

教
育・保
育
の
質
的
改
善

⑶
地
域
の
子
ど
も・
子
育
て

支
援
の
充
実

子
ど
も・子
育
て
関
連��

３
法
と
は

　
新
制
度
の
創
設
に
関
す
る

次
の
３
つ
の
法
律
を
合
わ
せ

て
、「
子
ど
も・
子
育
て
関
連

３
法
」と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

⑴
子
ど
も・子
育
て
支
援
法

⑵
認
定
こ
ど
も
園
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律

⑶
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関

す
る
法
律（
児
童
福
祉
法

等
の
改
正
）

制
度
の
主
な
内
容

⑴
質
の
高
い
幼
児
期
の
学
校

教
育・保
育
の
総
合
的
な
提

供
の
た
め
に

　
幼
児
教
育
と
保
育
を
一
体

的
に
提
供
す
る（
幼
稚
園
と
保

育
所
の
機
能
を
併
せ
も
つ
）認

定
こ
ど
も
園
の
普
及
の
た
め
、

認
可・指
導・
監
督
の
一
本
化

な
ど
制
度
の
改
善
を
図
る
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
具
体
的
に
は
、認
定
こ
ど
も

園
の
う
ち
、「
幼
保
連
携
型
認

定
こ
ど
も
園
」と
い
う
種
類
の

認
定
こ
ど
も
園
に
つ
い
て
見

直
し
を
行
い
、こ
れ
ま
で
複
雑

で
あ
っ
た
設
置
の
手
続
き
を

簡
素
化
す
る
ほ
か
、行
政
か
ら

の
指
導・監
督
や
財
政
措
置
が

一
本
化
さ
れ
ま
す
。

⑵
保
育
の
量
的
拡
大・確
保
、

教
育・保
育
の
質
的
改
善
の

た
め
に

　
市
町
村
は
、地
域
の
ニ
ー
ズ

を
踏
ま
え「
子
ど
も・
子
育
て

支
援
事
業
計
画
」を
定
め
、認

定
こ
ど
も
園
や
保
育
所
、新

設
さ
れ
る
地
域
型
保
育
事
業

（
※
）を
組
み
合
わ
せ
て
計
画

的
に
整
備
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
ま
た
、認
定
こ
ど
も
園・幼

稚
園・保
育
所
の
給
付
制
度
を

統
一
す
る
と
と
も
に
、地
域
型

保
育
事
業
の
給
付
制
度
を
創

設
す
る
な
ど
、教
育・保
育
に

対
す
る
財
政
措
置
の
充
実
を

図
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

※「
地
域
型
保
育
事
業
」…
３

歳
未
満
の
少
人
数
の
子
ど

も
を
保
育
す
る
４
事
業（
家

庭
的
保
育
事
業
、小
規
模

保
育
事
業
、居
宅
訪
問
型
保

育
事
業
、事
業
所
内
保
育
事

業
）

⑶
地
域
子
ど
も・子
育
て
支
援

事
業
の
充
実
の
た
め
に

　
地
域
に
お
け
る
子
育
て
支

援
に
関
す
る
ニ
ー
ズ
に
対
応

す
る
た
め
、「
利
用
者
支
援
」な

ど
新
た
な
事
業
の
創
設
や「
放

課
後
児
童
ク
ラ
ブ（
留
守
家
庭

子
ど
も
会
）」、「
一
時
預
か
り
」

な
ど
す
で
に
あ
る
事
業
の
充

実
を
図
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

ま
す
。川

根
本
町
の
取
り
組
み

　

市
町
村
は
、新
制
度
の
実

施
主
体
と
し
て「
子
ど
も・子

育
て
関
連
３
法
」に
基
づ
く

国
の
基
本
方
針
に
よ
り
、地

　「子ども・子育て支援新制度」は、急速な少子化の進行、家庭・地域を取り巻く環境の変化に対応し、子
どもや保護者に必要な支援を行い、一人一人の子どもが健やかに成長できる社会を目指すため、平成
24年８月に成立した「子ども・子育て関連３法」に基づく制度です。
　平成27年４月から全国の市町村でスタートする予定です。 【問】福祉課・福祉室　☎（56）2224

健やかに成長
できる社会の
ために

「子ども・子育て支援新制度」
平成27年度スタートに向けて

ここにも、一つの物語。
広報かわねほんちょう 8



域
の
保
育
需
要
を
は
じ
め
と

し
た
さ
ま
ざ
ま
な
子
育
て
支

援
サ
ー
ビ
ス
の
ニ
ー
ズ
を
把

握
し
、「
子
ど
も・
子
育
て
支

援
事
業
計
画
」を
策
定
す
る

こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

本
町
に
お
い
て
も
、子
ど

も・
子
育
て
支
援
に
関
す
る

町
民
の
皆
さ
ま
の
ニ
ー
ズ
を

把
握
す
る
と
と
も
に「
川
根

本
町
子
ど
も・子
育
て
会
議
」

に
お
い
て
、子
育
て
支
援
事

業
関
係
者
や
教
育
関
係
者

の
方
々
か
ら
、意
見
を
伺
い

な
が
ら
、円
滑
に
新
制
度
に

移
行
で
き
る
よ
う
、事
業
計

画
の
策
定
を
進
め
て
い
き
ま

す
。新

制
度
Q
&
A

Q
入
園
な
ど
の
手
続
き

は
ど
う
変
わ
る
の
？

　
新
制
度
で
は
、幼
児
教
育・

保
育
を
希
望
さ
れ
る
場
合

は
、町
に
申
請
し
て
い
た
だ

き
、保
育
の
必
要
性
の
有
無

や
必
要
量
等
の
認
定（「
支
給

認
定
」と
い
い
ま
す
）を
受
け

て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま

す
。町
は
、認
定
内
容
を
記
載

し
た「
支
給
認
定
証
」を
発
行

し
ま
す
。

　

保
護
者
の
方
は
、認
定
さ

れ
た
内
容
に
応
じ
て
、認
定

こ
ど
も
園・
幼
稚
園・
保
育

所・
家
庭
的
保
育（
保
育
マ

マ
）な
ど
の
中
か
ら
、そ
れ
ぞ

れ
の
ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
施

設・
事
業
を
利
用
い
た
だ
く

こ
と
に
な
り
ま
す
。保
育
が

必
要
な
方
に
つ
い
て
は
、町

が
利
用
の
調
整
を
行
い
ま

す
。

　
具
体
的
な
手
続
き
に
つ
い

て
は
決
ま
り
次
第
、お
知
ら

せ
し
ま
す
。

Ｑ
保
育
料（
利
用
料
）は

ど
う
な
る
の
？

　
利
用
さ
れ
る
方
に
負
担
い

た
だ
く
費
用（
保
育
料
）に
つ

い
て
は
、現
在
の
負
担
の
水

準
や
利
用
者
の
負
担
能
力
を

踏
ま
え
て
設
定
さ
れ
ま
す
が

詳
し
く
は
、今
後
、国
に
お
い

て
議
論
さ
れ
ま
す
。

Ｑ
今
あ
る「
保
育
園
」や「
幼

稚
園
」は
ど
う
な
る
の
？

　

既
存
の「
保
育
園
」と「
幼

稚
園
」に
つ
い
て
は
、こ
れ
ま

で
ど
お
り「
保
育
園
」や「
幼

稚
園
」と
し
て
継
続
さ
れ
る

場
合
も
あ
れ
ば
、「
認
定
こ
ど

も
園
」に
移
行
さ
れ
る
場
合

も
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、「
幼
稚
園
」に
つ
い

て
は
、新
し
い
給
付
制
度
に

移
行
さ
れ
る
場
合
と
移
行
せ

ず
に
こ
れ
ま
で
ど
お
り
の
場

合
の
２
つ
の
形
に
な
り
ま

す
。Ｑ

い
つ
か
ら
制
度
が��

変
わ
る
の
？

　
平
成
27
年
４
月
か
ら「
子
ど

も・子
育
て
支
援
新
制
度
」が

ス
タ
ー
ト
す
る
予
定
で
す
。平

成
27
年
４
月
以
降
、幼
児
教

育・保
育
を
希
望
さ
る
場
合
の

支
給
認
定
の
手
続
き
は
、平
成

26
年
秋
頃
か
ら
の
開
始
を
予

定
し
て
お
り
ま
す
。

　
具
体
的
な
手
続
き
や
時
期

に
つ
い
て
は
、決
ま
り
次
第

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

子育てをする喜びを感じられる町に
　すべての子どもたちが健やかに育つ環境整備のため、「子ど
も・子育て支援新制度」が全国で始まります。
　本町に合った事業計画を策定するため、５月27日に「民生委
員・児童委員」「保育園・幼稚園園長」「子育てサークル代表」の
皆さんをはじめ、10人の委員で構成する「川根本町子ども・子
育て会議」（鳥居進会長）を設立しました。
　「南アルプスユネスコエコパーク」に登録された本町の大自
然は、子どもたちがのびのびと成長するためにうってつけの
環境です。「川根本町で子どもを産み、育てたい」と思えるまち
づくりを進めていきます。

川根本町長

　鈴木敏夫
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